「東金・市民農園」規則
本農園は、「農園主」の指導のもとで、農園を利用する皆さんが自ら管理する施設です。ルールを守って、利用者間のコミュニケーションを大切に、野菜作りをお楽しみください。

1 農園を利用できる人は、利用を認められた方及びその家族（又はグループ）とします。

※なお、本市民農園は農業者が自ら経営者となり、利用者が農作業の一部を行う目的で農園に入場する方式により運営されるため、農園利用契約を締結して頂きます。

2 利用できる施設は、指定された区画及び附帯する施設に限ります。

3 利用契約期間は、４月１日から翌年３月末日までの１年間とします。更新される場合は、改めてご契約頂きます。

4 利用料として農園主が定めた料金を頂きますので、初回の開園式時にお持ちください。この料金には農地・施設利用料、栽培指導料が含まれ、収穫された農産物については利用者が無償でもらい受けることとなります。

5 利用区画の使用方法について

利用区画の使用にあたっては、周辺の区画の迷惑にならないよう下記の事項を守って下さい。

(1) 基本的に低農薬（又は無農薬）・一部有機肥料による栽培とします。

(2) 栽培する品種は、農園主・利用者双方協議の上決定し、栽培指導は農園主が随時行います。

(3) 利用区画での農作業は、日の出から日没までとします。

(4) 利用者は周辺区画の迷惑にならないよう、利用区画の除草等をお願いします。また利用者同士が協力して自主管理につとめてください。

(5) 利用区画の権利を譲渡、転貸、分割はできません。

(6) 温室や小屋等の構築物の設置や竹木の植樹・栽培はできません。

(7) 期間満了又は利用者が自己の都合で期間終了前に利用を中止する場合は利用していた区画を利用開始時と同様にお戻しください。

(8) 営利を目的とした作物の栽培はできません。なお、自家消費量を超える余剰農作物を販売することができますが、農薬の適正な使用とＪＡＳ法の表示義務を遵守してください。

6 利用契約の解除について

次の行為を行った場合、利用期間中であっても契約を解除させていただく場合があります。この場合、既に収めた利用料は返還いたしませんのでご注意下さい。

(1) 利用契約や利用規則の内容を守らなかったとき

(2) 耕作を放棄したとき

(3) ほかの利用者の迷惑となるような行為をしたとき

7 農作業中の事故等については、特段保険等の対応がありませんので、十分ご注意ください。





















































































